
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道   
府県知卓に届け出た指定介護予防適所リハビリテーション事業所   
が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行っ  

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区  

分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、  

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に  
掲げるその他の加算は算定しない。  

川‡サービス提供体制強化加算（Ⅰ）   

要支援1   

要支援2  

坐豊塵  

96単位  

（2） トビス提供体制強化加算（Ⅱ）   

要支援1 24単位   

要支援2  48単位  

8 介護予防短期入所生活介護費（1日につき）   

イ 介護予防短期入所生活介護責   

（1）単独型介護予防短期入所生活介護費   

（－）単独型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）  

a 要支援1  
b 要支援2   

（二）単独型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）  

a 要支援1  b㈲   
（2）併設型介護予防短期入所生活介護貴  

卜）併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）  

a 要支援1  b㈲   
（ヨ 併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）  

a 要支援1  
b 要支援2   

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費   

（1）単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費  

卜）単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）  

牢 巴転ブi  
b 要支援2  

（ニ）単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）  

8 介護予防短期入所生活介護費（1日につき）   
イ 介護予防短期入所生活介護費   

（1）単独型介護予防短期入所生活介護費  

（－）単独型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）  a㈲  b㈲  
亡）単独型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）  a㈲  

b 要支援2   

（2）併設型介護予防短期入所生活介護費  

（－）併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）  a㈲  b㈲  
仁）併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）  a㈲  b㈲   

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費   

（1）単独型ユニット型介護予防短期入所生活介捷費  

卜）単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）  a㈲  
b 要支援2  

口 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）  

492単位  

611単位   

536単位  

667単位  

478単位  

597単位  

522単位  

653単位  

464単位  

577単位   

亭り単位  

633単位  

450単位  

563単位   

500単位  

619単位  

571単位  

695単位   

557単位  

681単位  
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a㈲  b㈲  
（2）併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費   

卜）併設型ユニット型介護予防短期入所生活介言葉費（Ⅰ）  a㈲  b㈲   
ヒ）併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）  

a 要支援1  

557単位  

681単位  

a㈲ 571単位  

b 要支援2  695単位  

（2）併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費  

（－）併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ）  

a 要支援1  
b 要支援2   

亡）併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）  

a 要支援1  

526単位  

657単位   

526単位  

540単位  

671単位  

540単位   b⑯ 単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚  

生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を  
満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入  
所生活介護事業所（指定介護予防サービス基準第129条第1項に  
規定する指定介護予防短期生活介護事業所をいう。以下同じ。）  
（同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定  

する併設事業所を含む。）において、指定介護予防短期入所生  

活介護（指定介護予防サービス基準第128条に規定する指定介護  

予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、  

当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準  
に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それ  

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤  

務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の  
97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職  
員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に  
該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定  
する。   

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな  
い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を   
1名以上配置しているもの（利用者の数（指定介沫予防サービ  
ス基準第129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入  
所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である  
指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数  
及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム又は   

b 要支援2  657単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚  

生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を  
満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入  
所生活介護事業所（指定介護予防サtビス基準第129条第1項に  

規定する指定介護予防短期生活介護事業所をいう。以下同じ。）   

（同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定  

する併設事業所を含む。）において、指定介護予防短期入所生  

活介護（指定介諌予防サービス基準第128条に規定する指定介護  

予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、  

当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準  
に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分Iこ応じて、それ  

ぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤  

務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の  

97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職  
員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に  
該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定  
する。   

2 ロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさな  
い場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

3 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を   
1名以上配置しているもの（利用者の数（指定介護予防サービ  
ス基準第129条第2項の規定の適用を受ける指定介護予防短期入   

所生活介護事業所又は同条第4項に規定する併設事業所である   
指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数   
及び同条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム又は  
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】 1  t－ ▲▲    ■－ 一  

指定介護予防サービス基準第132条第4項に規定する併設本体施   
設の入所者又は入院患者の数の合計数。以下この注において同   

じ。）が100を超える指定介護予防短期入所生活介韓事業所にあ   

っては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法   
士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機   
能訓練指導員として常勤換算方法（指定介護予防サービス基準   
第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。介護予防特定施   
設入居者生活介護費の注2において同じ。）で利用者の数を100   
で除した数以上配置しているもの）として都道府県知事に届け   

出た指定介護予防短期入所生活介護事業所について、1日につ   

き12単位を所定単位数に加算する。  

生」星座旦」選知症（法第8条第16項に規定する認知症を巳＿主」   

以下同じ。）㈱在宅での生   
獲が鰍舌介護を利用   

する㈱隻予防短期   

入所生活介桂を行った場合は、利用を開始した日から起算して  

指定介護予防サービス基準第132条第4項に規定する併設本体施  
設の入所者又は入院患者の数の合計数。以下この注において同  
じ。）が100を超える指定介護予防短期入所生活介護事業所にあ  

っては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法  
士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機  
能訓練指導員として常勤換算方法（指定介護予防サービス基準  
第2条第7号に規定する常勤換算方法をいう。介護予防特定施  
設入居者生活介護費の注2において同じ。）で利用者の数を100  

で除した数以上配置しているもの）として都道府県知事に届け  

出た指定介護予防短期入所生活介護事業所について、1日につ  

き12単位を所定単位数に加算する。  

阜 位数に加算する。  として、1日につき200単位を所定   5凍て都  
道府県柵こ   

おし欄て指定介捜予防短斯入所生  

活介護を待った場今に晒して  

1即瑚ただし、注4を算   
定している場合は革定しない。  

巨 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予   
防短期入所生活介護事業所との問の送迎を行う場合は、片道に   
つき184単位を所定単位数に加算する。  

乙 次のいずれかに該当する者に対して、単独型介護予防短期入   

所生活介護費又は併設型介護予防短期入所生活介護費を支給す   

る場合は、それぞれ、単独型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）   

又は併設型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により■、従来型個室の利用の必要があると医師が  
判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室  
を利用する者  

生 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うこ   
とが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介護予   
防短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道に   
つき184単位を所定単位数に加算する。  

邑 次のいずれかに該当する者に対して、単独型介護予防短期入   
所生活介護費又は併設型介護予防短期入所生活介護費を支給す   

る場合は、それぞれ、単独型介護予防短期入所生活介護費（Ⅱ）   

又は併設型介護予防短期入所生活介護黄（Ⅱ）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が  

判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個室  
を利用する者  

巨   
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ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況   

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者  

邑 指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用を受け   
る指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注3の規定によ   
る届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算   
定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）別表指定施設サ   
ービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護   
給付費卓位数表」という。）の規定により、注3の規定による   
届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったとき   
は、注3の規定による届出があったものとみなす。  

旦 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所生活介   
護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた   

指定介護予防短期入所生活介護については、介護予防短期入所   
生活介護費は、算定しない。  

ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況  

に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利  
用の必要があると医師が判断した者   

旦 指定介護予防サービス基準第129条第2項の規定の適用を受け  
る指定介護予防短期入所生活介護事業所に係る注3の規定によ  
る届出については、指定施設サービス等に要する費用の額の算  
定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）別表指定施設サ  
ービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サービス等介護  

給付費単位数表」という。）の規定により、注3の規定による  
届出に相当する介護福祉施設サービスに係る届出があったとき  
は、注3の規定による届出があったものとみなす。   

ユ 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所生活介  
護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた  
指定介護予防短期入所生活介護については、介護予防短期入所  
生活介護費は、算定しない。  

ハ 栄養管理体制加算  （1）働 12単位   

㈱ 10単位   

注1（1＝こついては、次lこ掲げるいずれの基準にも適合しているも  

¢として都道府県知事lこ届け出た‡旨定介護予防短期入所封舌介  

護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。  
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準lこ嵐合している‡旨定介護予  

防短期入所生活介護事業所であるこL   
…については、次lこ掲げるいずれの基準lこも適合しているも  

のとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介  
護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。ただし、  

している場合は、  管理栄養士配置加算を算定  この場合において、  

算定しない。  

イ㈲  

甲 矧＝こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合している手旨定介護予  

防短期入所生活介護事業所であるこL  
芸 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  

知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短  

色 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県  

知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予防短  
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期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提  

供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている   

こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の   

食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指   

定介護予防短期入所生活介護事業所において行われていること。  
ニ サービス提供体制強化加算   

注 射こ厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして   

都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所生活介護事業   
所が、利用者に対し、嘩   
た埠今は、彗卿こ掲   

げる所定単位数を加算する。た坤   
加算を算定している場合においては、次lこ掲げるその他の加  

期入所生活介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養食を提  

供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  
イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている   

こと。  

ロ 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の   
食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指   

定介護予防短期入所生活介護事業所において行われていること。  

算は算定しない㌧  

む瑚  

j 
」 サービス提供体制強化加算（Ⅲ）   

介護予防短期入所療養介護費  

イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費  
（1）介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費   

卜）介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（i）  

［ 日日 ∵i  

T「当日思当  

b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ii）  

日 日臼濫i  

ロ］巴日 当   

口 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（i）  

i 要支援1  
ii要支援2  

b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ii）  

9 介護予防短期入所療養介護糞   
イ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護費   

（1）介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

（－）介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（i）  

「 日日層i  
ii要支援2  

b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護責（ii）  

i要支援1  
ii要支援2  

仁）介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ〉  

a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（i）  

l 要支援1  

印革塵  

712単位   

631単位  

785単位  

∬8単位  

698単位   

617単塵  

771単位  

巨蔓草僅  

712単位   

558単位  

ii要支援2  698単位  

b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護責（ii）  
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6釘単位  

785単位  止 

（三）介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（i）   

二 

b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ii）  

瀾   

ii妻支援2  

担7単位  

771単位   

i要支援1  
止 

且 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介浅黄（Ⅲ）   

a 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（i）  
」 
虹 

b 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ii）  

き 

ii要支援2  

572単位  

7†蔓草位   

631単位  

785単位  

558単位  

騨引立   

617単位  

了71単位  

（2）ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費   

卜）ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費   

（Ⅰ）  

a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

「い  

⊥ 638単位  ii㈲ 794単位   ハ棚引蔓  

b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  
i巨   ・i⑭ 単位  ii㈲ 794単位   4早埋  

（コ ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費   

（Ⅱ）  

a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

（j）  i㈲ 638単位   早位  

瀾 794単位    用4阜埋  

b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  
′ii）  

」照 638早世   

iし要支援2 鱒嘩遡   

仁〉 ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

・Ⅲ】  

a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

（i）  

（2）ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費   

卜）ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護責  

・●Ⅰ、  

a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

・、i・  

」㈲ 624単位   6Z4単位  

腰 780単位  

b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

′ii）  

」要享援1 624単位  i㈲  780単位    7叩単位   

に）ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

（Ⅱ）  

a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

（j）  

」㈲ 624単位   6Z4単位  

」㈲ 780単位   了80年位  

b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  
（ii）  

⊥閻 624単位  

」㈲ 780単位   

E）ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  

（Ⅲ）  

a ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費  
（i）  

l要支援1  624単位  638単位  要支援1   
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b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費   
（ii）   

i要支援1  遡畢生  
‖閲 780単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に  

厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基  
準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健  
施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介護  
予防サービス基準第187条第1項に規定する指定介護予防短期  

入所療養介護事業所をいう。以下同じ。）において、指定介  
護予防短期入所療養介護（指定介護予防サービス基準第186条  

に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）  

を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労  
働大臣が定める基準に掲げる区分lこ従い、利用者の要支援状  

態区釧こ応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、  
当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場  
合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。  

なお、利用者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法   
士若しくは作業嘩連士の員数が別に厚生労働大臣が定める基  

準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところによ  
り算定する。   

2（2）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない   

場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  
を算定する。  

ii要支援2  794単位   

b ユニット型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費   
（ii）   

l 要支援1  638単位   ii㈲ 794単鱒  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に  
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基  
準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健  
施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介護  
予防サービス基準第187条第1項に規定する指定介護予防短期   

入所鱒養介護事業所をいう。以下同じ。）において、指定介  

護予防短期入所療養介護（指定介護予防サービス基準第186条  
に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下同じ。）  

を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労  
働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状  
態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、  
当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場  
合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。  

なお、利用者の数又は医師、看護職鼻、介護職員、理学療法   
士、作業療法士若しくは言語聴覚士の員数が別に厚生労働大   

臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定め  
るところにより算定する。   

2（2）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない  

場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する単位数  

を算定する。   

阜 別lこ厚生労働大臣が定め争夜勤を行う鱒貝の勤務条件Iこ関   

す御届lナ出た指定介   
護予防短期入所療養介掛   

算として、1日につき24単位を所定単位数に加算する。   

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして  
都道府県知事に届け出た介護老人保健施設については、リハ  

ビリテーション機能強化加算として、1日につき30単位を所  
定単位数に加算する。   

5灘理学療法士、作業   
療法士又は言語聴覚士が個別リハビリテーションを行った場   

旦 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして  
都道府県知事に届け出た介護老人保健施設について一享、リハ   

ビリテーション機能強化加算として、1日につき30単位を所   
定単位数に加算する。  
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合㈱  

卿。  
6 医師が、認知症の行動・心理症状が言竪められるため、在室  

準予防短期入鞭利用卓開始した旦  

刺単位を所定単   

位華に力靭  7別に卿   
訊問相手胡ヨ＝声挺＝6撃退日雇担抗闘㍍面河圧岨弧監臼別記臼巳   

所において、若年性認知症利用者に対ヒて指定介護予防短期   
入所療養介護を行った場合には、＋若年性認知症利用者受入加  

所定単位数に加算する。ただし、  につき120単位を   算として1日  

星旦皇呈呈上三 

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う   
ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介   
護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、   
片道につき184単位を所定単位数に加算する。  

旦 次のいずれかに該当する者に対して、介言隻老人保健施設介   
護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健   
施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設介   

護予防短期入所療養介護費（ii）、介護老人保健施設介護予防   

短期入所療養介護費（Ⅱ）の介護老人保健施設介護予防短期入   

所療養介護費（ii）又は介護老人保健施設介護予防短期入所療   

養介護費（Ⅲ）の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護   

費（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師  
が判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個  
室を利用する者  

／＼著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状   

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室  

の利用の必要があると医師が判断した着  

通 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注  
1の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る   

旦 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行う   
ことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定介   
護予防短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、   

片道につき184単位を所定単位数に加算する。  

三 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設介   
護予防短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健   
施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設介   

護予防短期入所療養介護費川）、介護老人保健施設介護予防   

短期入所療養介護費（Ⅱ）の介護老人保健施設介護予防短期入   

所療養介護費（ii）又は介護老人保健施設介護予防短期入所療   

養介護費（Ⅲ）の介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護   

費（ii）を算定する。   

イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師  

が判断した者   

口 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している従来型個  
室を利用する者   

ハ 著しい精神症状等により、同室の地の利用者の心身の状  

況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室  

の利用の必要があると医師が判断した者  

旦 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注  

1の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る  
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届出があったときは、注1の規定による届出があったものと   

みなす。  

u 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養   
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受   

けた指定介護予防短期入所療養介護については、介護老人保   
健施設における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  

廷（1）0及び息並びに（2）日及び且について、利用者に対して、   

指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労   
働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別   

に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定   

単唾数に加算する。  

罠（1）日及び日並びに（2）（コ及び（ヨについて、別に厚生労働大臣   

が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に   

届け出た介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養   
介護事業所については、療養体制維持特別加算として、1日   
につき27単位を所定単位数に加算する。  

届出があったときは、注1の規定による届出があったものと  

みなす。   

ヱ 利用者が連続して30日を超えて指定介護予防短期入所療養  
介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受  

けた指定介護予防短期入所療養介護については、介護老人保  
健施設における介護予防短期入所療養介護費は、算定しない。  

旦（1）出及び日並びに（針目及び臼について、利用者に対して、  

指導管理等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労  
働大臣が定めるものを行った場合に、特別療養費として、別  

に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を所定  
単位数に加算する。   

旦（1日コ及び日並びに（釦コ及び息について、別に厚生労働大臣  

が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に  

届け出た介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養  
介護事業所については、療養体制維持特別加算として、1日  
につき27単位を所定単位数に加算する。  

（3）栄養管理体制加算   

卜）管理栄養士配置加算  12単位  

（ニ）栄養士配置加算  10単位  

注1 卜）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  
養介護事業所について、‘1日につき所定単位数を加算する。  
イ働宣していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  
土▲‘   

予防短期入所療養介護事業所であること。  

2 仁）については、次に掲げるいずれの基準にも適合している  

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療  

養介護事業所について、1日につき所定単位数を加算する。  

ただし、この場合において、管理栄養士配置加算を算定して  

いる場合は、算定しない。  

イ 栄養士を1名以上配置していること。  

ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護  

予防短期入所療養介護事業所であること。  

坦 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  

週 療養食加算  23単位   

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府  
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県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  
食を提供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  
ること。  

口 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

坦 緊急時施設療養費  
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない   

事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。  

（－）緊急時治療管理（1日につき）  500単位  

注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場  
合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、  

処置等を行ったときに算定する。  

2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定  

する。  

3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。  

（コ 特定治療  

医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医  

療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第3項に  
規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハ  
ビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生  
労働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に  
係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円  
を乗じて得た額を算定する。  

掴碍供体制強化加算   

注棚ものとして都  

連犀県抑指定介護予防短期入所摩養介護草案研  

がし利用者に対し、指定介護予防短期入所療孝介護を行った場  
合は捌こ掲げる所  

定単位準を神算する㌧ただし、率に掲げろいずれカ、の叫算を算  
定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定し   

県知事に届け出て当該基準による食事の提供を行う指定介護予  

防短期入所療養介護事業所が、別に厚生労働大臣が定める療養  
食を接供したときは、1日につき所定単位数を加算する。  

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されてい  
ること。  

口 利用者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容  

の食事の提供が行われていること。  

ハ 食事の提供が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合して  

いる指定介護予防短期入所療養介護事業所において行われて  
いること。  

凰 緊急時施設療養費  
利用者の病状が著しく変化した場合に緊急その他やむを得ない   

事情により行われる次に掲げる医療行為につき算定する。   

卜）緊急時治療管理（1日につき）  500単位  

注1 利用者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場  
合において緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、  
処置等を行ったときに算定する。  

2 緊急時治療管理が行われた場合に3日を限度として算定  
する。  

3 同一の利用者について1月に1回を限度として算定する。   
仁）特定治療  

医科診療報酬点数表第1章及び第2章において、高齢者の医  
療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第3項に  
規定する保険医療機関等が行った場合に点数が算定されるリハ  
ビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に厚生  
労働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に  

係る医科診療報酬点数表第1章及び第2章に定める点数に10円  
を乗じて得た額を算定する。  
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ない。  

卜）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  12単位  

（ニ）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6単位  

仁）．サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  6単位  

口 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費  
（1）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（1日につき）   

ト）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（i）  

瀾 548単位  

ii要支援2  681単位   

口 療養病床を有する病院における介護予防短期入所療養介護費  
（1）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（1日につき）   

卜）病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介諌費（i）   

「 臼巨十三引  

∵「臼自県些  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）  

日 当重恩i   

ii要支援2  

日 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（i）   

1 日自慢i  
n「当日濫甲   

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）   

〔 臼自慢乱  

≡？臼◆思些  

且 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（i）   

「 巴巨思i   

ii 要支援2  

534単位  

667単位   

618単位  

772単位  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）   

1 ヨ白眉i   

ii要支援2  

0 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（り   

l 要支援1  
丁二 日重恩可   

b’病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）   

l 要支援1   

ii要支援2  

日 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅲ）   

a 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（i）  

二 日臼思i  

門口 ヨ転思円  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ij）   

「 巳重恩i   

ii要支援2  

悶2単位  

786単位  

512単位  

636単位   

596単位  

741単位  

498単位  

622単位   

582単位  

727単位  

487単位  

605単位   

印単位  

710単位  

473単位  

591単位  l一Ⅵ了 ■ ▲  

b 病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（ii）  j㈲ 557単位  ii㈲ 696単位  

（2）病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）  

（－）病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（i）  i㈲ 534単位  ii要支援2   ii華 667単位  

b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（ii）   

i要支援1 6柑単位  ii㈲  772単位  

（2）病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（1日につき）   

ト）病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

8 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（i）  

l 要支援1  548単位  ii㈲ 681単位  

b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（ii）  i㈲ 632単位  

ii要支援2  786単位   
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出 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）  

a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（i）  
瀾 534単位  

‖㈲ 鱒7挙世  

b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（ii）  

し閻 18単位  i㈲ 772単悩  

（3）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（1日に   
つき）  

（－）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  

a要支援1 β25単位  b㈲ 781単位   

自 ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）  a㈲ 625単位  b㈲ 781単位  

（4）ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（1   

日につき）  

（－）ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費   

（Ⅰ）  

や要支援1  625単位  b㈲ 781単位   

に）ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費   
（Ⅱ）  a㈲ 鱒与単位   b㈲ 祁1単位   

注1 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2項第  
4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院  
である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に  
厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労  

働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満  
たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届  

出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指  
定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準  
に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区  
分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定  

（ニ）病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ）   

a 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（i）  

t 要支援1  548単位   

ii要支援2  681単位  

b 病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（ii）  

l 要支援1  632単位  ii㈲ 6単些  

（3）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（1日に   
つき）  

（－）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）  a㈲ 寧39単位   

瀾 795単位   

仁）ユニット型病院療養病床介護予防短期入所療養介護費（Ⅱ〉  

甲㈲ 639単位  

b 要支援2  795単位  

（4）ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費（1   

日につき）  

（一）ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介護費   

、Ⅰ）  a㈲ 9単位  b㈲ 5単位   

仁）ユニット型病院療養病床経過型介護予防短期入所療養介害隻費   

（Ⅱ）  a㈲ や39単位  

b 要支援2  795単位   

注1 療養病床（医療法（昭和23年法律第205号）第7条第2項第  

4号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院  
である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に  
厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労  

働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満  
たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届  

出に係る病棟（療養病床に係るものに限る。）において、指  
定介護予防短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準  
に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区  
分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定   
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単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件   

に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を   

控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師；   

看護職貞若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定め   
る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ   
により算定する。  

2（3）及び（4）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満た   

さない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する   
単位数を算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予   

防短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環   
境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。  

4 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令   
第50号）第49条の規定が適用されている病院については、1   
日につき12単位を所定単位数から減算する。  

5 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関   
する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介   
護予防短期入所療養型医療施設については、当該基準に掲げ   
る区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に   

加算する。   

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  23単位   

口 夜間勤務等看護（Ⅱ）  14単位  

ハ瑚 14単位   

二 夜間勤務等看護（Ⅳ）  7単位  

6 医師が、認知痺の行動卜心理症状が認められるため、在宅   
での生活が困難であり、緊急に指定介護予防短期入所療養介   
護を利用することが適当であると判断した者に対し、指定介   
護予防短期入所療養介護を行った場今は、利用を開始した目   
から起算して7日を限度として、1日につき200単位を所定単   
位数に加算する。  

7 別Iこ厚生労働大臣が定める基準Iこ適合しているものとして  

都道府県知事に届け出た指定介護予防短期入所療養介護事業  
所において、瑚引こ対して指定介護予防短期   

入所療養介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加  

単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件   

に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を   

控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、   
看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定め   

る基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところ   
により算定する。  

2（3）及び（4）について、別に厚生労働大臣が定める基準を満た   

さない場合は、1日につき所定単位数の100分の97に相当する   

単位数を算定する。  

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予   

防短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環   
境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。  

4 医師の配置について、医療法施行規則（昭和23年厚生省令   

第50号）第49条の規定が適用されている病院については、1   
日につき12単位を所定単位数から減算する。  

5 別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関   
する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定介   

護予防短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げ   
る区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に  

加算する。  

イ 夜間勤務等看護（Ⅰ）  

ロ 夜間勤務等看護（Ⅱ）   

ハ 夜間勤務等看護（Ⅲ）  

に こ加算する。ただし、   き120単位を所定単位数  算として1日につ  
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